
ますので、定期的に銅と、赤血球数、
白血球数、ヘモグロビン値を確認して
いただくのがいいかと思います。
　池田　きちんとモニターして過剰に

ならないよう、そして銅の血中濃度も
保つように気を配らなければいけない
のですね。どうもありがとうございま
した。

小笠原六川国際総合法律事務所パートナー弁護士・医師
平　野　大　輔

（聞き手　池脇克則）

　未成年者の受診についてご教示ください。時々、中高生の患者さんが一人で
受診するケースがあります。親御さんは仕事で不在とのこと。このような場合
の対応に困ってしまいます。電話連絡がつかないケース、ついたとしても電話
口での説明が難しいケース、診察同意書の必要性、不測の事態が起こったとき
の責任の所在、18、19歳はどうすべきかなど、考えることが多いです。どのよ
うな対応をすべきかご教示ください。

＜横浜市開業医＞

未成年受診時の対応

　池脇　先生は東京慈恵会医科大学を
卒業されて、中央大学で法律を学ばれ、
医師と弁護士という２つの資格を持っ
て活躍されています。今回の質問は、
未成年者が１人で受診されたときに、
対応に困ってしまいますという質問で
す。親御さんがいらっしゃらないと、
なかなか先に進まないし、何かあった
ときに責任の所在はどうなるのか。あ
るいは、未成年者でも、もうじき成人
というぐらいの人たちは成人と一緒と
考えていいのか。
　現場の悩みが伝わってくる質問です
が、確かに最近はインフォームド・コ
ンセント、きちんと説明して、きちん

と同意を取ってからやりなさいという
なかで、未成年者で親御さんがいらっ
しゃらないときにどう進めるのか。そ
の点、どのように考えられているので
しょうか。
　平野　未成年者ということから言い
ますと、民法上に規定がありまして、
未成年者の行為については、行為能力
が制限されているという言い方になる
のですが、取り消しうる行為なのです。
なので、医療機関と患者さんとの間で
医療契約を締結する。法概念的にはそ
うなるのですが、未成年者であるとい
うことで、その契約をいつでもなかっ
たことにできてしまう。こういう不安
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　平野　それは可能です。未成年者の
法律行為ということに関して言います
と、先ほど行為能力の制限という話を
させていただきましたが、原則的には
親権者、法定代理人の同意を得たうえ
で法律行為をするのが原則になります。
もし未成年者が受診したときには、通
常であればご両親の同意を得ています
か、と本人に確認したり、あるいは実
務ではよく電話をすることがあるので
すが、そういった対応で法律上は問題
はないと思います。
　池脇　逆に言いますと、１人で来た
未成年者がいくらしっかりしていたと
しても、やはり法律上は制限の対象に
なっている人であるから、親御さんに
対して常に配慮する。あるいは病院に
よっては、１人であれば医療対象者と
して診察できないという、そういう方
針を掲げたとしても、あながち間違い
ではないということなのでしょうか。
　平野　そのあたりの話になってくる
と、患者さんの緊急度にもかかわって
くると思います。目の前の緊急性の非
常に高い患者さんを差し置いて、同意
がないから診療できないというのはち
ょっと違ってくるかと思います。
　池脇　確かにそうですね。それこそ
命にかかわるような状況というのは、
年齢とかそういうものは関係ないです
から、それはいいと思うのです。おそ
らく今回の質問の意図は、そう緊急性
がないような状況での診察の進め方を

心配しながらやっているような気がす
るのです。例えば同意書のことに少し
触れているのですが、インフォーム
ド・コンセントに関するようなことの
なかで、同意書が必要になったときに、
未成年者の場合、単独では成立しない
のでしょうか。やはり親御さんのサイ
ンが必要ですか。
　平野　医療契約に基づく説明義務と
いうもののなかに、インフォームド・
コンセントのための説明義務というも
のがあると思うのです。医療契約の成
立とはまたちょっと次元の違う話にな
ると思うのですが、もしインフォーム
ド・コンセントということでいうので
あれば、そこで求められる説明という
のは本人ありきの話です。例えばそれ
が未成年であっても、まず本人にしっ
かりとわかるように説明をしていただ
いて、本人から同意をいただくのがと
ても大切になってくるかと思います。
　池脇　先生は外科医でいらっしゃる
ので、腹痛で来て、急性虫垂炎だ、手
術しましょうとなると、当然同意書を
取るわけですが、これは医学的に正し
い選択で、本人だけのサインで手術と
いう方向にいっても問題はないと考え
ていいのでしょうか。
　平野　実務上の問題はあると思うの
です。医療契約自体に関して、通常は
法定代理人である親御さんが契約をし、
治療の内容については人格権という、
患者さん本人の持つ権利に基づくもの

定な関係になります。
　池脇　取り消すというのは医療サイ
ドのほうで取り消せるという意味です
か。
　平野　これは未成年者の側の取り消
し権というものです。
　池脇　患者さんのほうが取り消す。
　平野　そうです。医療機関側として
できることは、取り消すのかどうかを
決めてくれというニュアンスになりま
す。
　池脇　そうすると、医療サイドとし
たら、未成年であっても、一応医療契
約というのを結んだうえで診察をした
り、場合によっては治療行為を行う。
そのときに、未成年の場合にはいつで
も取り消せる。そういうちょっと特殊
な契約を結んでいると考えたらいいの
でしょうか。
　平野　成人の方では取り消すことは
できないのです。医療契約というのは、
民法上は委任の契約に準じて考えられ
ているのですが、委任契約ないしは準
委任契約という概念をそのまま医療に
持ってくるのは不適切と考えられてい
ます。とはいっても、終了ということ
になれば、それは問題はないかなと思
うのですが、未成年者が受診されたと
きには、民法上の規定があって行為能
力が制限されていることから、未成年
者は有効な契約を締結できないという
言葉が一般には広く知られていて、そ
れが未成年者の医療契約という概念を

不安定にさせているような印象を与え
るのではないかと思うのです。ただ、
そういう未成年者の法律行為であって
も、法律概念なのですが、そういう取
り消しという行為がないかぎりは一応
は有効になるという契約になります。
そこをそんなに大きく取り上げて、未
成年者が受診していくうえでの障壁の
ように考える必要もないかと思うので
す。
　池脇　すべてがスムーズに進んで、
困っていることが治ってしまえば、何
の問題もないのでしょうが、ちょっと
予測できないような事態が起こること
もある。お話をして、未成年者でもそ
れを受け入れて、例えば後日、ちょっ
と状況が変わったということになった
ら、その時点で契約の取り消しという
のは、少し時期が過ぎてしまっている
ような気がします。ここはまた考え方
が違うのでしょうか。
　平野　法的には、未成年者の側はい
つでも取り消すことができることにな
ります。ただ、それと、いわゆる医療
過誤であったり、医療事故が起きたと
きの責任の所在ということとは少し違
うかと思います。
　池脇　診察のときには未成年者が１
人で来ていて、親御さんはその場には
立ち会わなくても、その日の状況とか、
あるいは経過で、後日、親御さんのほ
うから取り消しを言ってこられること
もあるのですね。
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　平野　それは可能です。未成年者の
法律行為ということに関して言います
と、先ほど行為能力の制限という話を
させていただきましたが、原則的には
親権者、法定代理人の同意を得たうえ
で法律行為をするのが原則になります。
もし未成年者が受診したときには、通
常であればご両親の同意を得ています
か、と本人に確認したり、あるいは実
務ではよく電話をすることがあるので
すが、そういった対応で法律上は問題
はないと思います。
　池脇　逆に言いますと、１人で来た
未成年者がいくらしっかりしていたと
しても、やはり法律上は制限の対象に
なっている人であるから、親御さんに
対して常に配慮する。あるいは病院に
よっては、１人であれば医療対象者と
して診察できないという、そういう方
針を掲げたとしても、あながち間違い
ではないということなのでしょうか。
　平野　そのあたりの話になってくる
と、患者さんの緊急度にもかかわって
くると思います。目の前の緊急性の非
常に高い患者さんを差し置いて、同意
がないから診療できないというのはち
ょっと違ってくるかと思います。
　池脇　確かにそうですね。それこそ
命にかかわるような状況というのは、
年齢とかそういうものは関係ないです
から、それはいいと思うのです。おそ
らく今回の質問の意図は、そう緊急性
がないような状況での診察の進め方を

心配しながらやっているような気がす
るのです。例えば同意書のことに少し
触れているのですが、インフォーム
ド・コンセントに関するようなことの
なかで、同意書が必要になったときに、
未成年者の場合、単独では成立しない
のでしょうか。やはり親御さんのサイ
ンが必要ですか。
　平野　医療契約に基づく説明義務と
いうもののなかに、インフォームド・
コンセントのための説明義務というも
のがあると思うのです。医療契約の成
立とはまたちょっと次元の違う話にな
ると思うのですが、もしインフォーム
ド・コンセントということでいうので
あれば、そこで求められる説明という
のは本人ありきの話です。例えばそれ
が未成年であっても、まず本人にしっ
かりとわかるように説明をしていただ
いて、本人から同意をいただくのがと
ても大切になってくるかと思います。
　池脇　先生は外科医でいらっしゃる
ので、腹痛で来て、急性虫垂炎だ、手
術しましょうとなると、当然同意書を
取るわけですが、これは医学的に正し
い選択で、本人だけのサインで手術と
いう方向にいっても問題はないと考え
ていいのでしょうか。
　平野　実務上の問題はあると思うの
です。医療契約自体に関して、通常は
法定代理人である親御さんが契約をし、
治療の内容については人格権という、
患者さん本人の持つ権利に基づくもの

定な関係になります。
　池脇　取り消すというのは医療サイ
ドのほうで取り消せるという意味です
か。
　平野　これは未成年者の側の取り消
し権というものです。
　池脇　患者さんのほうが取り消す。
　平野　そうです。医療機関側として
できることは、取り消すのかどうかを
決めてくれというニュアンスになりま
す。
　池脇　そうすると、医療サイドとし
たら、未成年であっても、一応医療契
約というのを結んだうえで診察をした
り、場合によっては治療行為を行う。
そのときに、未成年の場合にはいつで
も取り消せる。そういうちょっと特殊
な契約を結んでいると考えたらいいの
でしょうか。
　平野　成人の方では取り消すことは
できないのです。医療契約というのは、
民法上は委任の契約に準じて考えられ
ているのですが、委任契約ないしは準
委任契約という概念をそのまま医療に
持ってくるのは不適切と考えられてい
ます。とはいっても、終了ということ
になれば、それは問題はないかなと思
うのですが、未成年者が受診されたと
きには、民法上の規定があって行為能
力が制限されていることから、未成年
者は有効な契約を締結できないという
言葉が一般には広く知られていて、そ
れが未成年者の医療契約という概念を

不安定にさせているような印象を与え
るのではないかと思うのです。ただ、
そういう未成年者の法律行為であって
も、法律概念なのですが、そういう取
り消しという行為がないかぎりは一応
は有効になるという契約になります。
そこをそんなに大きく取り上げて、未
成年者が受診していくうえでの障壁の
ように考える必要もないかと思うので
す。
　池脇　すべてがスムーズに進んで、
困っていることが治ってしまえば、何
の問題もないのでしょうが、ちょっと
予測できないような事態が起こること
もある。お話をして、未成年者でもそ
れを受け入れて、例えば後日、ちょっ
と状況が変わったということになった
ら、その時点で契約の取り消しという
のは、少し時期が過ぎてしまっている
ような気がします。ここはまた考え方
が違うのでしょうか。
　平野　法的には、未成年者の側はい
つでも取り消すことができることにな
ります。ただ、それと、いわゆる医療
過誤であったり、医療事故が起きたと
きの責任の所在ということとは少し違
うかと思います。
　池脇　診察のときには未成年者が１
人で来ていて、親御さんはその場には
立ち会わなくても、その日の状況とか、
あるいは経過で、後日、親御さんのほ
うから取り消しを言ってこられること
もあるのですね。
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なので、本人の同意が前提になります。
そのうえで実務上、家族の同意はやは
り必要かと思います。
　池脇　虫垂炎のケースだと、もちろ
ん緊急性が高ければ話は別だと思うの
ですが、医療契約は、未成年者は親の
きちんとした何かがないと成立しない
けれども、インフォームド・コンセン
トは本人の同意が一番大事なもので、
場合によっては親の同意は必ずしも必
要ない場合もある、という理解でいい
でしょうか。
　平野　概念としては正しいと思いま
す。患者さん本人が未成年で、親権者
の方が同意しないとか、要するに患者
さん本人と親権者の間で意見にそごが
ある場合を想定されていると思うので
す。例えば15歳の患者さんが虫垂炎で
病院にいらして、本人は治療を受けた
いと言っているのだけれども、家族が
宗教上の理由から手術は受けさせない
と言ったときに、どういう対応をする
のが正しいかということだと思うので
す。そのときに、いわゆる親権者の同
意がないことが、どんな問題になるか
だと思うのですが、そこで考えられる
親御さんが同意をしないことに、いか
ほどの理由があるのかが法的には問題
になってきて、それが十分な理由では
ない。例えば、宗教上の理由もよく言
われますが、親御さんが宗教上の理由

で治療を受けさせたくないと言っても、
本人が受けたいと言っているのであれ
ば、それは両親の権利の乱用というこ
とになって無効なものでしょうという
考え方が適切だと思います。
　池脇　未成年ということでひとくく
りにしましたが、10歳でも、19歳でも、
基本は同じと考えてよいですね。
　平野　そこはちょっと難しいのです
が、例えば行為能力の制限という民法
上の規定の話からすれば、成年かどう
かという話になります。もちろん、例
えば５歳の子であれば、そもそも法律
行為ができないということになってき
ます。しかし例えば15歳ぐらいの一般
的な子どもであれば通常の意思能力は
ある。そのうえで、やはり未成年なの
で、行為能力の制限を受けるというこ
とになります。これが医療契約につい
ては原則的な理解になると思います。
　インフォームド・コンセントに関し
ていえば、どのぐらいの侵襲性、どの
ぐらいの緊急性、どのぐらいの必要性
という、個別具体的な判断において、
一般的には15歳以上といわれています
が、年齢で区切るよりは、個々の患者
さんの能力に応じて説明の仕方を変え
たり、同意が本当にできているのかを
検討することが大切になると思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

順天堂大学小児科教授
清　水　俊　明

（聞き手　池脇克則）

　便秘に効果のある食品についてご教示ください。
＜大分県開業医＞

便秘に効果のある食品

　池脇　便秘に効果のある食品という
ことで、薬を使わないで、食生活で便
秘をコントロールするにはどうしたら
いいかという質問です。
　食品のことを教えていただく前に、
便秘といっても、おそらく高齢者と小
児では特徴が違うのではないかと思い
ます。清水先生は小児科の専門ですが、
小児の便秘の特徴はあるのでしょうか。
　清水　便秘は症状自体は便が出ない
ということで、あまり年齢による違い
はないかと思うのですが、なぜ便秘に
なってしまうのかについては、小児と
成人、あるいは高齢者では多少違うよ
うな気がするのです。小児といっても、
生まれたばかりの新生児、１歳までの
乳児、あるいは６歳までの幼児、さら
には学童、そのへんが小児科になるの
ですが、年齢によって便秘の原因が違
うのも小児の便秘の特徴かもしれませ

ん。
　池脇　今からそれを解説していただ
くにしても、やはり食事環境や、腸の
性状などが関係してくるのでしょうか。
　清水　成人もそうですが、腸が長い
とか、腸の動きが悪いとか、そのへん
がまずプライマリーな原因であって、
次に習慣性の便秘、便意を我慢するこ
とによって徐々に直腸に便がたまると
いう、そういったところが便秘の原因
として多いと思うのです。
　ただ、小児の場合は、乳幼児は母乳、
ミルクを飲んでいる、あるいは離乳食
を食べている、といった環境の変化、
あるいは食事の変化による便秘、また
１歳、２歳、３歳ぐらいになると、ト
イレットトレーニングが始まりますの
で、トイレットトレーニングがうまく
いかないことによる便秘。さらには、
就学時、６歳、７歳ぐらいになってく
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